
品川区商店街情報発信事業助成金交付要綱 

 

制定 平成 29 年 4 月１日 区長決定 要綱第 76 号 

改正 令和 2 年 4 月１日 区長決定 要綱第 94 号 

改正 令和 3 年 4 月１日 区長決定 要綱第 117 号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、商店街、品川区商店街連合会が行う情報発信を支援することにより、商店街

のイメージアップと集客力の向上および個店への情報発信強化により、商店街の活性化を図るこ

とを目的とする。 

（助成対象者） 

第２条 この要綱に基づく品川区商店街情報発信事業助成金（以下「助成金」という。）の交付を

申請することができる者（以下「助成対象者」という。）は、次の各号に定めるものとする。 

(1) 区内の商店街振興組合法（昭和 37年法律第 141号）に基づく商店街振興組合、中小企業等

協同組合法（昭和 24 年法律第 181 号）に基づく事業協同組合および未組織商店街（以下「商

店街振興組合等」という。） 

(2) 隣接する複数の商店街振興組合等で組織した連合体 

(3) 品川区商店街連合会および品川区商店街振興組合連合会 

（助成対象事業） 

第３条 区長は、助成対象者が実施する別表 1に掲げる事業に対し、その事業に係る経費の一部と

して、助成金を交付する。 

（助成金の対象経費） 

第４条 助成金の対象経費は、当該事業の実施に要する経費のうち、別表 2に掲げるもの（以下「助

成対象経費」という。）とする。 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は予算の範囲内において別表 1に定める限度額と、助成対象経費に別表 1の助

成率を乗じた額（1千円未満の端数は切り捨て）を比較しいずれか低い額とする。 

（助成金の交付申請） 

第６条 助成金の額は予算の範囲内において交付を受けようとする助成対象者は、助成金交付申請

書（第１号様式）により区長に申請しなければならない。 

２ 助成対象者が申請できる回数は、原則として 1カ年度 2回を上限とする。 

（助成金の交付決定） 

第７条 区長は、前条の申請があった場合において、助成金を交付することを適当と認めるときは、

助成金交付決定通知書（第２号様式）により当該助成対象者（以下「助成事業者」という。）に通

知するものとする。 

２ 区長は、前項の決定に際して、必要な条件を付すことができる。 

（助成事業の内容変更等） 

第８条 助成事業者は、助成事業の内容を著しく変更し、または助成事業を中止しようとするとき

は、あらかじめ変更等承認申請書（第３号様式）により区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の申請を受けた場合において、承認することを適当と認めるときは、変更等承認

決定通知書（第４号様式）により助成事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 助成事業者は、助成事業が完了したときまたは助成金の交付決定日の属する会計年度が終

了したときは、必要な書類等を添えて、速やかに実績報告書（第５号様式）を区長に提出しなけ

ればならない。 

（助成金の額の確定） 

第１０条 区長は、前条の報告があった場合において、助成事業の成果が助成金の交付決定の内容

およびこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金額

確定通知書（第６号様式）により助成事業者に通知するものとする。 

２ 前項の規定による交付すべき助成金の確定額は、助成事業の実施に要した助成対象経費の額に



助成率を乗じた額（１千円未満の端数は切り捨て）または交付決定した助成金の額のうち、いず

れか少ない額とする。 

（助成金の請求） 

第１１条 助成事業者は、前条の通知を受けたときは、速やかに請求書（第７号様式）を区長に提

出しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１２条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部

または一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。 

(3) 助成金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。 

（助成金の返還） 

第１３条 区長は、助成金の交付を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に

関し、既に助成事業者に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるもの

とする。 

（違約加算金） 

第１４条 区長は、第１２条の規定により、この助成金の交付決定の全部または一部を取り消した

場合において、助成金の返還を命じたときは、助成金を受領した日から返還の日までの日数に応

じ、助成金の額（一部を返還した場合のその後の期間は既返還額を控除した額とする。）につき、

年 10.95％の割合で計算した違約加算金（100円未満は切り捨てるものとする。）を納付させるも

のとする。 

２ 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日当たりの割合とする。 

（違約加算金の計算） 

第１５条 助成金が２回以上に分けて交付されている場合における前条第１項の適用については、

返還を命じた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額

がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、

それぞれの受領の日において受領したものとする。 

２ 前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、助成事業者の納付した金額

が返還を命じた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた助成金の額

に充てるものとする。 

３ 前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、返還を命じた助成金の未納

付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係わる違約加算金の基礎となる

未納付額は、その納付額を控除した額によるものとする。 

（助成金の経理等） 

第１６条 助成事業者は、助成事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理

し、かつ、これらの書類を助成事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなけれ

ばならない。 

（検査） 

第１７条 助成事業者は、区長が助成事業の運営および経理等の状況について検査を求めたときは、

これに応じなければならない。 

（適用） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付については、品川区補助金等交付規則（昭

和 39年品川区規則第 4号）を適用する。 

（委任） 

第１９条 この要綱の施行について必要な事項は、別に地域振興部長が定める。 

 

 

 

付則 

この要綱は平成 29年 4月 1日から適用する。 



付則 

この要綱は令和 2年 4月 1日から適用する。 

付則 

この要綱は令和 3年 4月 1日から適用する。 

 

 

 



別表 1（第３条、第５条関係) 

助 成 対 象 事 業 助 成 率 限 度 額 

１．情報発信事業    

 単独で実施 1/2以内 150千円 

共催（2団体）で実施 1/2以内 300千円 

共催（3団体以上）で実施 1/2以内 450千円 

２．情報発信事業【多言語・ＩＴ特化型】 

（多言語または電子媒体による情報発信事業）※1 
  

 単独で実施 2/3以内 200千円 

共催（2団体）で実施 2/3以内 400千円 

共催（3団体以上）で実施 2/3以内 600千円 

３．個店宛情報発信事業 

（商店街連合会による個店宛の情報発信事業） 
1/2以内 200千円 

※1 事業実施にかかる総事業費が 10 万円以上であること。 

 

 

別表 2（第４条関係） 

助成金の対象経費 

区          分 摘     要 

１．周知物制作経費 
商店街の周知を図るために要する

経費 

  パンフレット・リーフレット・チラシ等の制作費  

  パンフレット・リーフレット・チラシ等の新聞折り込み経費  

  新聞、雑誌等への広告掲載料  

  案内看板等の製作費  

 ホームページの制作経費  

 CM・動画等映像の制作経費  

  
使用量が確認できる場合のみ、周知物制作に係る用紙および

インクトナー代 

在庫管理台帳等を作成し写しを提

出 

２． 諸経費 情報発信事業に要する諸経費 

  送料  

 振込等手数料  

＊各記区分に掲げる細区分の事項は例示である。 

＊100万円以上の経費については、複数の業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定する

こと。 



第１号様式（第６条関係） 

  年  月  日 

 

品 川 区 長  あて 

 

 

                       商店街名                 

                        

      代表者 

           役職名・氏名              

                        

       住  所                 

 

 

 

  助成金交付申請書 

 

 

下記のとおり助成金の交付を申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 助成金の種別      商店街情報発信事業    

 

 

２ 事 業 名                         

 

 

３ 事 業 内 容   (1) 計画書 別紙１ 

 

                 (2) 予算書 別紙２ 

 

 

４ 担 当 者    (1) 氏 名 

 

                  (2) 連絡先 

                   電話番号 ： 

                  ＦＡＸ番号： 

                  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ： 

 



別紙１（第６条関係） 

計画書 

 

１ 商店街名 

２ 事業名 

３ 実施期間       年   月   日 から  年   月   日まで 

４ 共催の場合、その商店街名等 

５ 事業の具体的な内容 

６ 期待される効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２（第６条関係 情報発信事業の場合） 

予算書 

 

                                   

                             （単位：円） 

経費名称 数量 単価 金 額 
  

備考 
対象経費 対象外経費 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合   計     

 総事業費計 A 対象経費計 B   

＊記載欄不足の場合は、適宜行を挿入し記載すること。 

 

売上等収益 C 
助成対象経費 D 

（＝B－C） 

助成金交付申請額 E 

（＝D×助成率 1／2） 

商店街負担額 F 

（＝A－E） 

    

「助成金交付申請額 E」 

※算出した額に 1,000 円未満の端数が生じた場合、端数は切捨てとなります。 

   ※算出した額が限度額（15 万円）を超過した場合、15 万円が助成金交付申請額となります。 

 

 

 

 

 

商店街名 



別紙２（第６条関係 情報発信事業【多言語・IT 特化型】の場合） 

予算書 

 

                                   

                             （単位：円） 

経費名称 数量 単価 金 額 
  

備考 
対象経費 対象外経費 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合   計     

 総事業費計 A 対象経費計 B   

＊記載欄不足の場合は、適宜行を挿入し記載すること。 

 

売上等収益 C 
助成対象経費 D 

（＝B－C） 

助成金交付申請額 E 

（＝D×助成率 2／3） 

商店街負担額 F 

（＝A－E） 

    

「助成金交付申請額 E」 

※算出した額に 1,000 円未満の端数が生じた場合、端数は切捨てとなります。 

   ※算出した額が限度額（20 万円）を超過した場合、20 万円が助成金交付申請額となります。 

 

 

 

 

 

商店街名 



別紙２（第６条関係 個店宛情報発信事業の場合） 

予算書 

 

                                   

                             （単位：円） 

経費名称 数量 単価 金 額 
  

備考 
対象経費 対象外経費 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合   計     

 総事業費計 A 対象経費計 B   

＊記載欄不足の場合は、適宜行を挿入し記載すること。 

 

助成対象経費 B 
助成金交付申請額 C 

（＝B×助成率 1／2） 

団体負担額 D 

（＝A－C） 

   

「助成金交付申請額 C」 

※算出した額に 1,000 円未満の端数が生じた場合、端数は切捨てとなります。 

   ※算出した額が限度額（20 万円）を超過した場合、20 万円が助成金交付申請額となります。 

 

 

団体名 



第２号様式（第７条関係）  

 文  書  番  号                             

  年  月  日 

商店街名        

代表者 

役職名・氏名        様 

 

 

品川区長  濱 野  健    

 

 

助成金交付決定通知書 

 

 

 

  年  月  日付で申請があった助成金の交付について、下記のとおり決定したので通知

します。 

 

 

 

記 

 

 

 

１ 助成金の種別       商店街情報発信事業 

 

 

 

２ 事 業 名                        

 

 

 

３ 交付決定額                       円       

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第８条関係） 

 

  年  月  日 

 

品 川 区 長  あて 

 

商店街名                 

                        

      代表者 

           役職名・氏名              

                        

       住  所                 

 

                       

 

変更等承認申請書 

 

 

  年  月  日付 文書番号 で助成金の交付決定の通知があった助成事業の内容を変更

（＊中止）したいので、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 助成金の種別        商店街情報発信事業 

 

 

２ 事 業 名                          

 

 

３ 変更（＊中止）の内容  

 

 

４ 変更（＊中止）の理由 



第４号様式（第８条関係） 

文  書  番  号                              

  年  月  日 

商店街名        

代表者 

役職名・氏名        様 

 

 

品川区長  濱 野  健    

 

 

 

変更等承認決定通知書 

 

 

  年  月  日付で申請があった助成事業の内容の変更（＊中止）について、下記のとお

り承認します。 

 

 

記 

 

 

１ 助成金の種別     商店街情報発信事業 

 

 

２ 事 業 名                        

 

 

３ 承認内容 

 

 

４ 付帯条件 

 



第５号様式（第９条関係） 

  年  月  日 

 

品 川 区 長  あて 

 

 

                       商店街名                 

                        

      代表者 

           役職名・氏名              

                        

       住  所                 

    

 

 

 

実績報告書 

 

 

  年  月  日付 文書番号 で助成金の交付決定通知のあった助成事業が完了したので、

下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 助成金の種別    商店街情報発信事業 

 

 

２ 事 業 名                       

 

 

３ 実施事業の報告  (1) 実施報告書 別紙１ 

 

                   (2) 決算書   別紙２ 

 

 

４ 担 当 者    (1) 氏 名 

 

                  (2) 連絡先 

                  電話番号 ： 

                  ＦＡＸ番号： 

                  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ： 

 

 

 



別紙１（第９条関係） 

実施報告書 

 

１ 商店街名 

２ 事業名 

３ 実施期間       年   月   日 から  年   月   日まで 

４ 共催の場合、その商店街名等 

５ 事業の具体的な内容（売上等収益がある場合はその内容も記入） 

６ 事業実施後の効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２（第９条関係 情報発信事業の場合） 

決算書 

 

 

                             （単位：円） 

経費名称 数量 単価 金 額 
  備考 

対象経費 対象外経費  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合   計     

 総事業費計 A 対象経費計 B   

＊記載欄不足の場合は、適宜行を挿入し記載すること。 

 

 

売上等収益 C 
助成対象経費 D 

（＝B－C） 

助成金確定額 E 

（＝D×助成率 1／2） 

商店街負担額 F 

（＝A－E） 

    

「助成金確定額 E」 

※算出した額に 1,000 円未満の端数が生じた場合、端数は切捨てとなります。 

  ※算出した額が助成金交付決定額を超過した場合、助成金交付決定額が助成金確定額となります。 

 

「売上等収益 C」がある場合は、売上等を確認できる、代表者および会計担当者が署名・押印した書

類を添付願います。 

 

商店街名 



別紙２（第９条関係 情報発信事業【多言語・IT 特化型】の場合） 

決算書 

 

 

                             （単位：円） 

経費名称 数量 単価 金 額 
  備考 

対象経費 対象外経費  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合   計     

 総事業費計 A 対象経費計 B   

＊記載欄不足の場合は、適宜行を挿入し記載すること。 

 

 

売上等収益 C 
助成対象経費 D 

（＝B－C） 

助成金確定額 E 

（＝D×助成率 2／3） 

商店街負担額 F 

（＝A－E） 

    

「助成金確定額 E」 

※算出した額に 1,000 円未満の端数が生じた場合、端数は切捨てとなります。 

  ※算出した額が助成金交付決定額を超過した場合、助成金交付決定額が助成金確定額となります。 

 

「売上等収益 C」がある場合は、売上等を確認できる、代表者および会計担当者が署名・押印した書

類を添付願います。 

 

商店街名 



別紙２（第９条関係 個店宛情報発信事業の場合） 

決算書 

 

 

                             （単位：円） 

経費名称 数量 単価 金 額 
  備考 

対象経費 対象外経費  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合   計     

 総事業費計 A 対象経費計 B   

＊記載欄不足の場合は、適宜行を挿入し記載すること。 

 

 

助成対象経費 B 
助成金確定額 C 

（＝B×助成率 1／2） 

団体負担額 D 

（＝A－C） 

   

「助成金確定額 C」 

※算出した額に 1,000 円未満の端数が生じた場合、端数は切捨てとなります。 

  ※算出した額が助成金交付決定額を超過した場合、助成金交付決定額が助成金確定額となります。 

 

 

 

 

団体名 



第６号様式（第１０条関係） 

                             文  書  番  号 

  年  月  日 

 

商店街名        

代表者 

役職名・氏名        様 

 

 

品川区長  濱 野  健    

 

 

 

助成金額確定通知書 

 

 

 

  年  月  日付 文書番号 で交付決定した助成金について、提出された実績報告書を審

査した結果、助成事業の成果が当該助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認

められ、下記のとおり助成金の額を確定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

 

１ 助成金の種別      商店街情報発信事業 

 

 

２ 事 業 名                        

  

 

３ 助成金確定額 

         

（１） 交付決定額                   円  

 

（２） 確定額                    円 

 

 



第７号様式（第１１条関係） 

  年  月  日 

 

品 川 区 長  あて 

 

 

                       商店街名                 

                        

      代表者 

           役職名・氏名            印  

                        

       住  所                 

 

 

 

請 求 書 

 

 

 

 年  月  日 文書番号 で確定額の通知があった助成金について、下記のとおり請求

します。 

 

 

記 

 

 

１ 助成金の種別     商店街情報発信事業 

 

 

２ 事 業 名                        

 

 

３ 請求額                      円      

 

 

 

 

 

 

 

 


